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遠野市監査委員告示第10号 

平 成 2 3 年 1 2 月 2 2 日 

 

 

 市長からの要求による監査結果報告書で監査委員が市道等の除排雪業務について指摘

した事項について、遠野市長から平成23年12月21日付け遠総第371号で対応方針の報告が

ありましたので、地方自治法第 199条第12項の規定により、当該文書(写し)を別紙のと

おり公表します。 

 

遠野市監査委員  佐 藤 サヨ子        

遠野市監査委員  荒 田 良 治        

遠野市監査委員  荒 川 栄 悦        



F 

遠 総第�  37 1号

平成23年12月21日

遠野市監査委員 様

遠野市長本田敏

市長からの要求による監査結果報告書に係る対応方針について

平成23年11月28日付け遠監第34号で提出のあった標記報告書に係る市道

等の除排雪業務の監査指摘について、別紙のとおり対応方針を定め取り組

むこととしましたので、報告します。



平成�  23 年� 12 月� 8 日決定

環境整備部建 設 課

市長からの要求による監査結果報告書に係る対応方針について

平成23年11月28日付け遠監第34号で提出のあった「市長からの要求による監査結果報告

書Jにおける市道等の除排雪業務の監査指摘について、次のとおり対応方針を定め、取り

組むこととしたので報告する。� 

1 監査の項目(着眼点)について

(1)予算の執行は計画的かっ効果的に行なわれているか。� 

(2) 入札は適正に行なわれているか。� 

(3)設計書及び仕様書は適正に作成されているか。� 

(4) 予定価格は設計書に基づき適正に行なわれているか。� 

(5) 事業に対する指導監督は、適切に行なわれているか。� 

(6) 事業の履行確認は、業務報告書によりなされているか。� 

(7)支出負担行為及び支出命令票は適正処理されているか。� 

(8) 事業の費用対効果について� 

2 監査の結果について

(1)指摘なしの項目

上記� 1の監査の項目(着眼点)の� (2)、(3)、(4)、(6)及び(7)


「特に問題点は、見受けられなかった。」との報告
 

(2) 指摘ありの項目


上記 1の監査の項目(着眼点)の(1)、� (5)及び(8)
 

3 監査の結果に係る対応方針について

(1)予算の執行は計画的かつ効果的に行なわれているか。


〔指摘内容〕


この事業が、従来型の全面業者委託であることから、予算の効率的な執行を図るため、市民

協働による除排雪協力体制の構築が必要であり、除雪対策基本方針の市民周知の徹底不足であ

る。

【対応方針]

地域づくり連絡協議会、自治会、商庖街、ボランティア団体等の関係団体等の協力による

市民協働の除排雪の体制づくりに努める。また、除雪への理解を深めるため、除雪対策基本

方針(除雪対策計画)の市民周知を図る。

なお、雪対策検討委員会からの提言においても、市民、事業者、行政の役割がそれぞれ明

記されており、それぞれの連携強化や協力体制の確立を図る。

(以後、この類に関する指摘内容への対応方針は、同様とする。) 
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(5) 事業に対する指導監督は、適切に行なわれているか。

〔指摘内容〕

除雪後の確認が業者任せであるため、臨時作業員を配置し、冬期間の除雪パ トロールの実施

と担当課による積雪量の確認を検討のこと。

【対応方針】

除雪委託業者において確認(写真管理)することが基本となるが、その他に、市職員によ

る通勤路線の除雪の確認、それ以外の幹線道路等の確認は、委託若しくは嘱託職員や臨時作

業員による除雪パトロールの実施を検討する。また、積雪量の確認は、定点観測(附馬牛・上

郷・宮守・達曽部の� 4カ所)以外の地域は、職員と第三者委託とする。� 

(8) 事業の費用対効果について

〔指摘内容〕

費用対効果を上げるため、市役所関係課の連携と、市民と行政とのタ ッグによる取組により経

費節減に努め、特に次の� 5項目の取組が必要である。� 

① オペレーターの技術レベル向上のための研修会等の開催� 

② 市民協働による除排雪協力体制の構築(遠野町や松崎町にモデノレ地区の設置)� 

③ 自主的な「結い」の心で隣近所の足元確保を図るため、中心市街地の「除雪の日� Jの設置� 

④ 除雪対策基本方針の市民周知� 

⑤ 除雪作業出動基準の見直し


【対応方針]
 

① 	 県土木センターと連携し、あらゆる機会を捉え、講習会等を実施する。

②、③及び④	 (1)と同様に取組を進め、モデル地区や「除雪の日 Jの設置についても、

市民協働の除排雪体制づくりを進める中で検討する。� 

⑤ 	 下記4と同様の取組を進める。� 

4 r総括j における指摘内容及びその対応方針について

総括の「除排雪事業の課題」として指摘された事項及び対応方針は次のとおり。

〔指摘内容〕

増加傾向にある除排雪業務委託料の縮減策として除雪出動基準の見直し(現行10cmを15cmに改

定)と中心市街地(町場)の排雪回数を減らす必要がある。

【対応方針】

除雪出動基準については、� 5cmの引き上げによるデメリ ットや課題を検証したうえで見直

しの方向で検討する。また、中心市街地(町場や住宅密集地)の排雪については、路面状況

を見定め、排雪回数の縮減に努めるとともに、今後はロータリ一式除雪車とダンプ式積載車

の組み合わせによる排雪方法等を検討し、効率化と経費節減を図る。

〔指摘内容〕

・除排雪基準の見直し等の実施に当たっては、除雪対策基本方針の市民への周知徹底と市民協

働による除排雪協力体制の構築が必要である(震災復興の後方活動で、自助、共助、公助の

役割と結の紳精神が根付いている。)。

・少子高齢化の進行の中、自力での除排雪作業が困難な世帯もあることから、自治会、商居街� 
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